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工 事 名 塩屋丸山線道路拡幅工事 

 
契約変更後の工事概要 
 

道路土工 １式、舗装工 １式、防護柵工 １式、法面工 １式 

構造物撤去工 １式、仮設工 １式 

      

 

変更の理由 

 
（１）拡幅の為に買収した道路用地（No.10 付近）を掘削したところ、粘性土に加えて

瓦・レンガ等の廃棄物が確認された。このため、廃棄物のふるい分けおよび安定

処理を行う必要が生じたことにより安定処理工が増額となる。 
 
（２）構造物の取壊し（石積擁壁、ブロック積擁壁）について、当初は全撤去の計画で

あった。しかし、擁壁の際に水道管・ガス管等が確認された。全撤去をすると、

これらに変位が生じる可能性があることから擁壁天端より 1.5ｍ下がった位置ま

での部分撤去に変更する。本変更に伴い構造物取壊し工が減額となる。 
 
（３）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 
 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


